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1 （1）インターネットの利用状況

平成19年末のインターネット利用人口は、8,811

万人（対前年比0.7％増）、人口普及率は69.0％（対

前年0.5ポイント増）と推計される（図表1-3-1-1）。

また、個人がインターネットを利用する際に使用す

る端末については、携帯電話等の移動端末での利用者

が平成18年末から201万人増加（対前年比2.8％増）

して7,287万人となったのに対し、パソコンからの利

用者は、242万人減少（同3.0％減）して7,813万人

となった（図表1-3-1-2）。

平成18年末から大きく変化した点としては、携帯電

話等の移動端末のみでの利用者が前年から304万人増

加（同44.2％増）して992万人となる一方、パソコ

ンのみでの利用者は158万人減少（同9.7％減）し

1,469万人となった。

個人の属性別インターネット利用率について、平成

19年末と3年前の平成16年末で比較すると、世代別

の利用率は、すべての世代においてインターネットの

利用が拡大していることが分かる（図表1-3-1-3）。特

に50歳から79歳までの世代においては、3年前より

10ポイント程度増加しており、利用の伸びが顕著であ

る。都市規模別の利用率は、特別区等では横ばいであ

ったが、その他の市では5.6ポイント、町・村では

10.7ポイントの伸びを示しており、都市規模間でのイ

ンターネット利用率格差は縮小傾向にある。所属世帯

年収別の利用率は、1,500万円以上では、3年前と比

較して大きな変化はないが、1,500万円未満では伸び

ており、特に400万円未満では8ポイント近くの伸び

となっている。

ユビキタス化がもたらす
新たな国民生活3第 節

国民生活における情報通信利用の現状1

※　インターネット利用者数（推計）は、6歳以上で、過去1年間に、インターネットを利用したことがある者を対象として行った本調査の結果からの推計値。インターネット
接続機器については、パソコン、携帯電話・PHS、携帯情報端末、ゲーム機等あらゆるものを含み（当該機器を所有しているか否かは問わない。）、利用目的等について
も、個人的な利用、仕事上の利用、学校での利用等あらゆるものを含む�

※　人口普及率（推計）は、本調査で推計したインターネット利用人口8,811万人を、平成19年10月の全人口推計値1億2,769万人（国立社会保障・人口問題研究所『我が国
の将来人口推計（中位推計）』で除したもの�

※　平成9年から平成12年末までの数値は「通信白書」から抜粋。平成13年から平成19年末までの数値は、通信利用動向調査における推計値�
※　調査対象年齢については、平成11年調査まで15～69歳であったが、その後の高齢者及び小中学生の利用増加を踏まえ、平成12年調査は15～79歳、平成13年調査以

降は6歳以上に拡大したため、これらの調査結果相互間では厳密な比較はできない�
�

総務省「通信利用動向調査」により作成�
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図表1-3-1-1 インターネット利用者数及び人口普及率の推移

パソコンからのみ�
1,469万人【16.7％】�

（出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�

ゲーム機・TV等からの利用者�
358万人【4.1％】�
�

携帯電話・PHS及び�
携帯情報端末からのみ�
992万人【11.3％】�

ゲーム機・TV等からのみ�
0万人【0.0％】�

パソコン、携帯電話・PHS�
及び携帯情報端末併用�
5,993万人【68.0％】�
�

6万人�
【0.1％】�

296万人�
【3.4％】�

55万人�
【0.6％】�

パソコンからの利用者�
7,813万人【88.7％】�

携帯電話・PHS及び�
携帯情報端末からの利用者�
7,287万人【82.7％】�

図表1-3-1-2 インターネット利用端末の種類（平成19年末）
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図表1-3-1-3 属性別インターネット利用状況
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自宅のパソコンを使ってインターネットを利用する

際にブロードバンド回線1を利用している人の割合は、

平成19年末時点で、6歳以上人口全体の40.6％、自

宅のパソコンを使ってインターネットを利用する人の

79.6％であった（図表1-3-1-4）。これを個人の属性

別に、平成19年末と3年前の平成16年末で比較する

と、世代別の利用率は、80歳以上を除くすべての世代

で増加している。平成16年末では30～39歳で最も利

用率が高かったが、平成19年末では13～19歳で最も

高くなっており、ブロードバンド利用が若年層に拡大

していることが分かる。各世代での伸びを見ると、13

～64歳の世代においてはいずれも10ポイント以上の

伸びを示しており、中でも若年層における伸びが大き

いことが分かる。都市規模別の利用率は、いずれの区

分においても3年前から伸びているが、特別区等が最も

高く、町・村が最も低いという傾向は変わっていない。

しかし、伸び幅で見ると、その他の市が9.8ポイント

と最も大きい伸びを示している。また、所属世帯年収

別の利用率は、いずれの層においても3年前から伸びて

おり、特に、400万円～2,000万円未満の層において

は、9ポイント以上の伸びを示している。自宅のパソコ

ンを使ってインターネットを利用する人のブロードバ

ンド利用率を見ると、最も低い層は所属世帯年収が最

も低い200万円未満で68.6％、最も高い層は1,500

万円～2,000万円未満で89.0％であり、両者の間に

は約20ポイントの開きがあることから、所得格差に起

因する利用格差は、依然として大きいといえる。

（2）ブロードバンドの利用状況

１ケーブルテレビ回線（CATV回線）、固定無線回線（FWA）、第3世代携帯電話回線、光回線（FTTH）、DSL回線を含む

総務省「通信利用動向調査」により作成�
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図表1-3-1-4 属性別ブロードバンド利用状況
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また、平成19年末のブロードバンド回線の契約数は、

2,830万契約（対前年比9.9％増）に達した（図表1-

3-1-5）。そのうち、DSL契約数は1,313万契約で対

前年比7.7％減と減少傾向にある一方、FTTH契約数は

同42.7％増の1,133万契約と増加しており、ブロー

ドバンド契約数に占めるFTTHの割合は40％を超え

た。契約純増数の推移を見ると、DSLは純減傾向が続

いている一方、FTTHは平成16年以降、一貫して純増

となっており、FTTHがブロードバンド契約の増加を

けん引しているといえる（図表1-3-1-6）。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
（万契約）�

19 （年末）�18171615平成14

FWACATVDSLFTTH

2,830

2,575

2,237

1,866

1,367

784

195
3�
�

565

21

248

1,027

89

287

1,333

243

324

3

3

2

1,448

464

357

1,424

794

3831

1

1,313

1,133

図表1-3-1-5 ブロードバンド契約数の推移
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図表1-3-1-6 DSLとFTTHの契約純増数の推移
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図表1-3-1-7 属性別携帯インターネット利用状況
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個人の属性別携帯インターネット利用率について、

平成19年末と3年前の平成16年末で比較すると、世

代別の利用率は、いずれの世代においても3年前より増

加している（図表1-3-1-7）。利用率が高い世代は、平

成16年末と平成19年末で大きな変化はなく、20～

29歳が最も高くなっている。伸び幅で見ると、50～

59歳が11.9ポイント、60～64歳が9.8ポイント、

65～69歳が11.4ポイントと大きく、50歳以上の世

代において大きく伸びていることが分かる。都市規模

別の利用率は、いずれの区分においても3年前から比較

して伸びているが、特別区等が最も高く、町・村が最

も低いという傾向は3年前から変わっていない。しかし、

伸び幅で見ると、町・村が7.5ポイントと最も大きい

伸びを示している。所属世帯年収別の利用率も、いず

れの層においても3年前から伸びている。特に、200

万円未満の層は、利用率は最も低いが、3年前からの伸

び幅は8.9ポイントと最も大きくなっている。

（3）携帯インターネットの利用状況
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ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

（4）ウェブサイトの利用状況

ウェブサイトで利用する機能・サービスについて世

代間の特徴を見ると、世代ごとの利用率に大きな格差

が見られる利用法と、そうでない利用法があることが

分かる。インターネットショッピング、インターネッ

トオークション、金融取引の利用法については、世代

間で利用率の差が小さく、これに対して、映像・音楽

の視聴、オンラインゲーム、SNSの閲覧・書き込みの

利用法については、若年層とそれ以外の層の格差が見

られる。

前者の利用法は、いわばウェブサイトの「ツール」

としての利用であり、これは既に各世代に定着しつつ

ある。特に、インターネットショッピング利用率につ

いては、高齢者層のインターネット利用者の６割に上

っており、広く普及していることが分かる。これに対

し、後者の利用法は、ウェブサイトの「メディア」と

しての利用法であり、これはまだ定着してはいないも

のの、若年層の年代の推移とともに、今後、拡大して

いくことが想定される（図表1-3-1-8）。
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 （出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�
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図表1-3-1-8 ウェブサイト（パソコン、携帯電話）で利用する機能・サービス（複数回答）
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ユビキタスネットワークの進展により、いつでも、

どこでも、誰でも多くの情報に容易にアクセスできる

ようになった。そして、情報がネットワーク化され、

それらを伝えるメディアが多様化することによって、

日常生活の中でやり取りされる情報の量、質、また

人々の情報接触にも変化が表れていると考えられる。

一度に大量の情報を不特定多数に伝達するマスメディ

アに加えて、特定の人と情報のやり取りをするパーソ

ナルメディア、さらに、インターネットのように、不

特定多数にも特定の人のみにも情報を伝えることので

きる新たな形態のメディアも定着しつつあり、国民生

活におけるメディア利用は、性別、年代別、所得別等

それぞれの属性に沿った多様なものになってきている

と考えられる。

そこで、以下では、人々が日常生活の中でよく利用

すると考えられるメディアとして、「テレビ」、「新聞」、

「雑誌・書籍」、「ラジオ」、「パソコンのウェブサイト・

電子メール（以下「パソコン」という。）」、「携帯電話

のウェブサイト・電子メール（以下「携帯電話」とい

う。）」の六つを取り上げ、国民全体のメディア利用の

現状に加えて、国民全体を若年層、勤労者層、家庭生

活者層及び高齢者層に分類し2、世代ごとに比較しそれ

ぞれの特性を見ることにする（図表1-3-2-1）。

ユビキタスネット社会におけるメディアと情報2

（1）メディア利用の現状

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

0 20 40 60 80 100

高齢者層�

家庭生活者層�

勤労者層�

若年層�

全体�

（％）� （％）�

（％）� （％）�

（％）� （％）�

テレビ� 新聞�

雑誌・書籍�
�

ラジオ�

パソコン� 携帯電話�

利用していない�月に1回未満の利用�月に1回程度利用�
月に2～3回くらい利用�週に1～2回くらい利用�週に3～4回くらい利用�ほとんど毎日利用�

�
1.3
6.1

1.2

0.8

0.6

0.1

2.9
0.4

0.3

0.6

0.6

� 92.6

89.9

93.0

93.5

91.0

1.7 

2.0

2.5

0.8

1.2

�

2.0

6.6

4.0

0.5

�24.6

34.7

27.9

22.6

17.0

9.5

8.2

7.5

10.3

12.7

18.1

18.4

17.0

18.1

21.2

18.1

16.3

18.3

19.2

15.8

16.8

16.3

17.3

18.1

13.3

� 9.6

2.0
8.3

10.3

13.9

3.3

4.1

3.7

1.4

6.1

�4.0

2.0
3.6

5.8

1.9

15.2

24.5

11.9

20.2

11.1

18.1

34.7

14.9

15.0

29.0

1.8
3.6 64.0

10.7

6.1

11.5

11.3

9.9

7.7

10.2

8.8

6.4

6.8

14.9

2.0

7.0

15.6

40.6

� 11.9

10.2

14.5

10.2

7.8

5.3

4.1

5.6

4.5

6.6

36.0

65.3

40.6

37.8

11.4

11.9

18.4

12.6

13.1

4.8

�
2.8

2.0

2.5

3.7

5.4

18.0

26.7

6.2

6.0 24.7

� 3.5

2.0

2.7
4.5

4.9

1.8

0.6

2.8

2.5

51.8

69.5

60.2

48.7

28.8

12.1

6.1

13.0

12.2

11.0

12.1

20.4

13.6

11.4

6.7

�3.8

2.9
4.8

5.5

14.1

8.2

13.8

17.3

8.6

�
3.7

16.3

4.1

2.3

1.2

1.4
8.2

1.2

1.1

0.6

3.8

44.9

80.1

85.2

95.2

4.882.5

16.3

6.2

3.4

0.6

�
0.9
10.2

2.3

2.6

1.2

 2.4

4.7

4.3

4.3

4.1

1.4

1.1

1.2

30.2

14.3

35.5

24.0

32.7

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

187.6�

172.1�

152.3�

215.4�

240.0

29.4�

33.0�

27.0�

30.4�

33.3�

�

71.9�

103.3�

70.7�

69.0�

70.3

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

1日当たり�
平均利用�
　時間（分）�

31.1�

14.2�

27.5�

31.5�

44.8

61.5�

46.9�

62.8�

49.8�

89.0�

�

18.8�

42.5�

18.4�

16.3�

12.1

 （出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�

図表1-3-2-1 メディア利用機会と1日当たり平均利用時間

２若年層は20～29歳の学生、無職及びパート・アルバイト、勤労者層は20歳以上の会社員・自営業、家庭生活者層は20～64歳の主婦と30～64歳の
無職及びパート・アルバイト、高齢者層は65歳以上（勤労者を除く）として分類した。調査の詳細については、付注8を参照
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テレビでは、全世代で「ほとんど毎日利用」との回

答が9割程度に上り、日常的によく利用されているメデ

ィアであることが分かる。1日当たりの平均利用時間を

見ると、高齢者層で240.0分、家庭生活者層で215.4

分と長くなっている。テレビは在宅時に利用すること

が多いと想定されることから、在宅時間が長い世代ほ

どテレビの利用時間も長くなっていることが分かる。

新聞は、回答者全体としては「ほとんど毎日利用」

との回答が8割を超えている。しかしながら、世代別に

見ると、若年層の利用機会は他の世代よりも低く、「ほ

とんど毎日利用」は44.9％と半数以下であった一方、

「利用していない」が10.2％を占めており、若年層で

の新聞離れが進んでいることがうかがえる。1日当たり

の平均利用時間を見ると、若年層では14.2分と最も短

い。最も長いのは高齢者層で44.8分、次いで家庭生活

者層で31.5分となっている。

雑誌・書籍については、高齢者層の利用頻度が若干

低い傾向にあるものの、世代ごとに大きな差異は見ら

れない。1日当たりの平均利用時間についても世代間で

大きな差はなく、30分前後となっている。

ラジオは、回答者全体では「ほとんど毎日利用」と

の回答が30.2％であった。しかしながら、若年層で特

に利用機会が低く、「ほとんど毎日利用」は14.3％で

ある一方、「月に1回未満の利用」と「利用していない」

の回答を合わせると59.2％に上っている。

パソコンについては、回答者全体では「ほとんど毎

日利用」の回答が51.8％と半数を超えている。特に、

若年層、勤労者層で「ほとんど毎日利用」との回答が

全体平均よりも多く、若年層では「ほとんど毎日利用」

が69.5％を占めている。一方で、高齢者層では、同回

答は28.8％と低く、代わりに「利用していない」との

回答が40.6％と高くなった。1日当たりの平均利用時

間を見ると、若年層が突出して長く103.3分となって

いるが、その他の世代においては大きな差はなく、70

分前後であった。若年層は、ほとんど毎日利用する割

合が高く、かつ1日当たりの平均利用時間が長いことか

ら、日常生活の中でパソコンを多用していることが分

かる。

携帯電話では、回答者全体では、「ほとんど毎日利用」

との回答が36.0％であった。特に、若年層において

「ほとんど毎日利用」との回答が多く65.3％となった。

逆に、高齢者層は、「ほとんど毎日利用」の回答は

11.4％と少なく、「利用していない」が64.0％と高く

なった。1日当たりの平均利用時間を見ると、パソコン

と同様、若年層の利用時間が42.5分と突出して長く、

その他の世代は10分強から20分弱の間であった。若

年層では、携帯電話がコミュニケーションツールとし

て定着しつつあること、また、着うたや着メロといっ

た音楽視聴や、オンラインゲームをはじめとする様々

なコンテンツの利用が多いこと等が長時間利用の背景

にあると考えられる。
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（1）で見てきたように、メディア利用の態様には、

メディアごと、また利用者の属性ごとに異なる傾向が

あることがうかがえる。こうした傾向は、情報や知識

のネットワーク化が進み、ユビキタス化の進展が加速

してきたここ数年間で大きく変化してきたのではない

かと考えられる。

そこで、ここ2～3年間のメディアの利用頻度の変化

について尋ねたところ、全体としては「変わらない」

との回答が多い傾向にあったが、以下では増減の回答

に着目し、「増えた」との回答の割合から「減った」と

の回答の割合を引いた値を見てみることにする（図表

1-3-2-2）。

テレビでは、家庭生活者層で「増えた」との回答が

「減った」との回答を12.3ポイント上回っている一方、

若年層では、「減った」との回答が「増えた」との回答

を8.2ポイント上回っている。

新聞では、若年層で「減った」との回答が「増えた」

との回答を4.1ポイント上回っており、（1）で見た若

年層での新聞離れを裏付ける結果となっている。

雑誌・書籍では、全世代において、「減った」との回

答が「増えた」との回答を上回っており、ここ2～3年

の間に雑誌・書籍の利用が減少している傾向にあると

いえる。

ラジオについても、全世代において、「減った」との

回答が「増えた」との回答を上回っており、この傾向

は、新聞や雑誌・書籍よりも、より明確に表れている。

とりわけ、若年層においては、「減った」との回答が

「増えた」との回答を29.2ポイントも上回っており、

ここ2～3年の間で若年層におけるラジオ利用の減少が

急速に進んだことが分かる。

パソコンについては、回答者全体で見ると、「増えた」

との回答が「減った」との回答を41.5ポイント上回っ

ている。世代別に見ると、若年層においては「増えた」

との回答が「減った」との回答を53.1ポイントも上回

っているが、高齢者層においては、その値は23.0ポイ

ントにとどまっている。

携帯電話については、回答者全体で見ると、「増えた」

との回答が「減った」との回答を21.4ポイント上回っ

ている。特に若年層においては、「増えた」との回答が

「減った」との回答を38.8ポイントも上回っている。

一方で、高齢者層では、「増えた」との回答と「減った」

との回答の割合は同じであった。

（2）メディアの利用頻度の変化
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�
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図表1-3-2-2 ここ2～3年間のメディアの利用頻度の変化（「増えた」との回答の割合から「減った」との回答の割合
を引いた値）



97平成20年版　情報通信白書

活
力
あ
る
ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト
社
会
の
実
現

第

章
1

ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

4大マスメディア（テレビ、新聞、雑誌・書籍、ラジ

オ）の利用頻度の変化には、どのような背景があるの

だろうか。パソコンや携帯電話利用の定着、また、サ

ービスの多様化や端末の多機能化・高機能化が進んだ

ことによって、パソコンや携帯電話が、これまで4大マ

スメディアが果たしてきた役割を担うようになったの

だろうか。このような仮説を検証するため、次に、テ

レビ、新聞、雑誌・書籍、ラジオの利用頻度が減少し

た理由についてそれぞれ詳しく見ることにする（図表

1-3-2-3）。

テレビの利用が減少した理由は、「メディアの利用以

外に時間を使うようになったから」との回答が最も多

く、38.4％となっている。それ以外の新聞、雑誌・書

籍、ラジオについては、「代わりに他のメディアを利用

するようになったから」との回答が最も多くなってお

り、それぞれ46.2％、40.7％、39.9％の回答があっ

た。また、テレビとラジオについては、「そのメディア

自身への興味がなくなったから」との回答がそれぞれ

26.8％、28.7％であった。これは、他のメディアへ

の乗換えや他のことに時間を使うといった他との相対

的な評価の低下ではなく、メディア自身への興味を失

うというメディア自体の絶対的な評価が下がっている

ことを表しているといえる。

次に、上記の四つのメディアについて、代わりに他

のメディアを利用するようになったために当該メディ

アの利用頻度が減少したと回答した人に対して、代わ

りに利用するようになったメディアを尋ねたところ、

どのメディアの利用減少者においても、代わりにパソ

コンを利用するようになったとの回答が突出して多く、

7割から9割程度の回答があった（図表1-3-2-4）。ま

た、テレビ、新聞の利用減少者については、代わりに

携帯電話を利用するようになったとの回答がそれぞれ

21.4％、19.7％であった。つまり、4大マスメディ

アの利用頻度の減少の要因の一つには、パソコンや携

帯電話の代替的な利用があるといえる。先に述べたよ

うに、サービスの多様化や端末の多機能化・高機能化

の進展、ブロードバンドの普及等によって、パソコン

や携帯電話を利用すれば、一方的に流れてくる情報を

受信するだけでなく、場所や時間を問わず、欲しい情

報を自ら検索して入手し、また、映像や音楽を視聴す

るなど、様々な情報に多様な方法で接触することがで

きるようになった。このことが、パソコンや携帯電話

の代替的な利用を後押ししていると見ることができる。

また、近年では、インターネットに接続できるテレビ

や、テレビを視聴できるパソコン・携帯電話等、従来

の「メディア」という枠を超えた新たな形態の端末も

登場しており、今後、国民のメディア利用に更に大き

な変化が起こることも予想される。
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する�
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図表1-3-2-3 メディアの利用頻度が減少した理由
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図表1-3-2-4 代わりに他のメディアを利用するように
なったために利用頻度が減少したメディ
アにおいて、代わりに利用するようにな
ったメディア（複数回答）

（3）4大マスメディアの利用頻度の変化の要因
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次に、それぞれのメディアに対して、実際にそのメ

ディアを利用している人がどのように評価しているか

を尋ねた結果をまとめたものが図表1-3-2-5である。

若年層で「娯楽性がある」メディアとして最も高く

評価されているものは、テレビであった。また、「情報

が多い（以下「多量性」という。）」、「役に立つ（以下

「有用性」という。）」、「すぐに手に取りやすい（以下

「簡便性」という。）」、「自分の考えや意見を誰かに伝え

たり、共有できる（以下「共有性」という。）」、「速報

性がある」メディアとしては、パソコンが、「正確性が

ある」、「身近な情報を扱っている（以下「親近性」と

いう。）」メディアとしては、新聞が、それぞれ最も高

く評価されている。また、全体的には、パソコンに対

する評価が比較的高い傾向にある。

勤労者層と家庭生活者層は、同じような傾向の評価

をしており、「娯楽性」、「共有性」に対する評価が最も

高かったメディアはテレビ、「多量性」、「有用性」、「簡

便性」、「速報性」に対する評価が最も高かったメディ

アはパソコン、「親近性」、「正確性」に対する評価が最

も高かったメディアは新聞であった。

また、高齢者層では、「娯楽性」、「共有性」、「速報性」

に対する評価が最も高かったメディアはテレビ、「多量

性」に対する評価が最も高かったメディアはパソコン、

「有用性」、「簡便性」、「親近性」、「正確性」に対する評

価が最も高かったメディアは新聞であった。他の世代

と比べると、高齢者層ではテレビ及び新聞に対する評

価が比較的高いといえる。

これらの結果をメディア別に整理してみると、テレ

ビは、どの世代においても「娯楽性」に対する評価が

最も高く、気軽に楽しめるメディアとして位置付けら

れていることが分かる。しかしながら、若年層では、

他の世代に比べてその度合は低くなっている。

新聞は、すべての世代において、「正確性」、「親近性」

に対する評価が最も高くなっている。若年層と高齢者

層の回答の傾向を比較してみると、高齢者層では、「娯

楽性」、「速報性」を除くすべての特性に対して比較的

高い評価を与えている一方、若年層では、「親近性」、

「正確性」以外の特性に対しては、それほど高い評価を

していない。

雑誌・書籍は、すべての世代において、いずれの特

性も低い評価にとどまっている。

ラジオも、雑誌・書籍と同様、すべての世代におい

て、いずれの特性も比較的低い評価にとどまっている。

パソコンは、すべての世代において「多量性」に対

する評価が最も高くなっている。また、若年層、勤労

者層、家庭生活者層においては、「有用性」、「簡便性」、

「速報性」に対する評価も高くなっている。

携帯電話は、勤労者層、家庭生活者層、高齢者層に

おいて、すべての特性に対し全般的に低い評価にとど

まっている一方、若年層は、「共有性」、「簡便性」に対

して比較的高い評価を与えている。

以上の回答結果から考えると、テレビは娯楽性があ

るメディアとして、また、新聞は親近性、正確性があ

るメディアとしての評価が確立しており、国民生活の

中で今後もこうした特性を生かした役割を果たしてい

くと考えられる。一方、全般的に評価が低かったラジ

オや雑誌・書籍は、（1）及び（2）で見たとおり、若

年層を中心にその利用が減少しつつあり、将来的には、

更に利用が減ることも予想される。

一方、利用が増加傾向にあるパソコンについては、

多量性、有用性、簡便性、速報性が、また、若年層で

特に多用されている携帯電話については、共有性、簡

便性が評価されており、今後、パソコンや携帯電話を

軸にメディアの利用が拡大することが期待される。

（4）メディアに対する評価
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家庭生活者層 � 高齢者層�
�

※　各世代において、各メディアにそれぞれの特性が「ある」と回答した人の割合を偏差値に変換した値をプロットしている。例えば、若年層における各メディアの娯楽性へ
の評価の平均を偏差値50として、それぞれのメディアの娯楽性に対する評価を表している�

�
（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」

図表1-3-2-5 メディアに対する評価
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ユビキタスネット社会においては、いつでも、どこ

でも、誰でも、何でもネットワークに簡単につながり、

一方的に流れてくる情報を受けるだけでなく、自ら必

要な情報を探し出したり、自分で情報を発信すること

ができる。情報の流れは非常に複雑化し、情報を伝達

するメディアの態様も多様化が進む。そして、ユビキ

タスネット社会の進展により、人々の「情報」に対す

る価値観や意識にも大きな変化が生じ、その変化がメ

ディアの多様化に一層拍車をかけると考えられる。

そこで、以下では、価値観や意識等、人々の「情報」

に対する考え方について、世代間の差異を明らかにす

ることにより、それが2（4）で示したメディアの評価

に対して、どのような影響を及ぼしているかを考察す

る（図表1-3-2-6）。

ア　情報全般に対しての考え方
情報に対しての考え方について、「情報量が多いほう

が良い（以下「多量性選好」という。）」、「情報が正確

であるほうが良い（以下「正確性選好」という。）」、

「いち早く情報を入手したい（以下「速報性選好」とい

う。）」の三つの点について、それぞれ自分の考えに当

てはまるかを尋ねたところ、すべての世代において正

確性選好に対する回答が最も多かった。2（4）で見た

とおり、正確性に対しては、すべての世代で新聞を最

も高く評価していることと併せると、正確な情報の提

供に対する新聞の役割には、引き続き非常に高い期待

が集まると考えられる。

年代別に見ると、多量性選好、正確性選好に対する

回答については、若年層で最も多く、それぞれ61.2％、

98.0％であった。多量性について、（4）の回答結果

では、若年層はパソコンに最も高い評価を与えている。

さらに、（1）の回答結果から、若年層では他の世代と

比較してパソコンの利用頻度が多く、1日当たり平均時

間も長くなっている。このことは、若年層がパソコン

を多用する背景の一つとして、情報量が多いほうが良

いという考え方があることを裏付ける結果ではないか

と考えられる。また、速報性選好に対する回答につい

ては、若年層で最も少なく55.1％、家庭生活者層で最

も多く61.5％であった。

イ　情報の探求に対しての考え方
情報の探求に対しての考え方について、「知りたいこ

とは、自分の納得がいくまで探す」、「人が知らないこ

とは知りたいと思う」との回答は、若年層で最も多く、

それぞれ63.3％、36.7％であった。また、「話題にな

っていることは、知りたいと思う」の回答についても

59.2％と家庭生活者層に次いで多いことから、若年層

は情報に対する探求心が強い傾向にあることが分かる。

既に述べたとおり、若年層では、パソコンや携帯電話

の情報の多量性に対する評価が高くなっているが、こ

れは、これらのメディアがより多くの情報の中から必

要な情報を探すことのできる特性を有していることか

ら、同世代の情報に対する強い探究心を充足させてい

る結果であると考えることができる。

ウ　情報リテラシーの有無
情報リテラシーについて、「多くの情報の中から、確

かな情報や必要な情報を選ぶことができる」、「企業が

発信している情報は、率直には信用しない」、「個人が

発信している情報は、率直には信用しない」の三つの

点について、それぞれ自分に当てはまるかを尋ねた。

「多くの情報の中から、確かな情報や必要な情報を選ぶ

ことができる」の回答は、勤労者層で最も多く、次い

で、若年層、高齢者層、家庭生活者層の順になってい

るが、世代間で大きな差は見られなかった。一方、「企

業が発信している情報は、率直には信用しない」、「個

人が発信している情報は、率直には信用しない」の回

答は、勤労者層、家庭生活者層、高齢者層では、企業

が発信する情報と比較して、個人が発信する情報に対

する信用が低い傾向にあるが、これに対し、若年層で

は、両者に大きな差はなく、かつ、企業、個人を問わ

ず、「情報は、率直には信用しない」という回答が最も

少ないという結果となっている。これは、若年層が、

他の世代と比べて、インターネットや携帯サイト等、

個人が情報を発信するメディアに対する接触率が高く、

また、評価も高いことと関連があると考えることがで

きる。

（5）情報に対する考え方とメディアの評価
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エ　情報の受発信に対する責任
最後に、情報の受発信に対する責任についての考え

について尋ねた。ユビキタスネットワークが進展し、

誰もが簡単に情報を受信したり発信したりすることが

できるようになったことにより、ネットワーク上で流

通する多くの情報は、いわば玉石混交の状態にあると

いえる。そこで、情報の真偽を判断する責任について、

発信者側、受信者側いずれにあるかを尋ねたところ、

全体的には、「発信者責任を重視すべき」との回答が多

かった。ただし、考え方については、世代間で差があ

り、その回答をした割合は、若年層で57.1％と最も少

なく、高齢者層で67.7％と最も多くなっている。（1）

で見たとおり、若年層ではパソコンや携帯電話、高齢

者層ではテレビ、新聞、ラジオの利用がそれぞれ多く

なっており、能動的なメディアを多用する世代にあっ

ては、「発信者責任を重視すべき」との回答が比較的少

ない一方、受動的なメディアを多用する世代にあって

は、「発信者責任を重視すべき」との回答が比較的多い

と考えることができる。
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�

図表1-3-2-6 情報に対する考え方（各項目について、「当てはまる」と回答した人の割合）
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情報の対価という観点から、各メディアを利用して

情報を入手するために、料金支払あるいは広告視聴の

形で対価を払っているという意識があるか尋ねた（図

表1-3-2-7）。「料金を支払っているという意識がある」

との回答が高いメディアは、新聞、雑誌・書籍で、そ

れぞれ60.6％、54.3％の回答があった。通常、新聞

や雑誌・書籍については、新聞購読費や雑誌・書籍代

等の形でメディアを利用するに際して料金を支払うこ

とから、料金の支払に対する意識が高いと考えられる。

一方で、ラジオでは67.4％の人が、テレビ、パソコン、

携帯電話ではそれぞれ47.2％、47.1％、46.1％の人

が、「料金の支払や広告を視聴するといった意識は特に

感じていない」と回答している。地上波民間放送やパ

ソコン・携帯のウェブサイトでは、広告視聴によりコ

ンテンツを入手する形態が一般的であるが、いずれに

おいても「広告を視聴しているという意識がある」と

の回答よりも、「料金の支払や広告を視聴するといった

意識は特に感じていない」との回答が上回っており、

広告を視聴することが情報入手の対価であるという意

識はあまりない傾向が読み取れる。

また、各コンテンツを入手するための支出に対する

考え方を尋ねたところ、「高い支出を伴ってでも、情報

の入手には支出をいとわない」との回答で最も多かっ

たものは、教育・教養・実用の14.9％、次いでニュー

スの11.5％であった（図表1-3-2-8）。それでも回答

は1割程度にとどまっており、情報の入手に対する高い

支出には否定的な傾向が強いことが分かる。また、「安

い支出であれば有料で情報を入手するが、高い支出で

あれば情報を入手しない」との回答は、映画、教育・

教養・実用、音楽で半数を超えており、それぞれ

59.4％、56.9％、55.4％であった。正確性や客観性

といった内容の「質」が重視されるニュースや教育・

教養・実用、また、芸術性の高い映画や音楽では、支

出に対して肯定的な回答が多い一方、娯楽性の高いコ

ンテンツであるギャンブル、ゲーム、アニメ・漫画で

は、「どのような場合であっても、情報の入手には支出

をかけたくない」とする回答が多くなっている。

（6）情報の対価に関する意識とメディア
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する�
　　　　調査研究」�

図表1-3-2-7 情報の対価に対する意識
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する�
　　　　調査研究」�

図表1-3-2-8 コンテンツ入手のための支出に対する考
え方



103平成20年版　情報通信白書

活
力
あ
る
ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト
社
会
の
実
現

第

章
1

ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

ユビキタスネットワークの進展による国民生活の変

化の中で最も顕著なものの一つが、消費行動である。

インターネットショッピングを利用すれば、家にいな

がらにして遠く離れた地域や海外の商品を購入できる

し、インターネットオークションを利用すれば、自分

が不要になったものを出品して他の消費者に売ること

ができる。価格比較サイトを利用すれば、自分の欲し

い商品がどこの店舗で最も安く購入できるかが分かる

し、口コミサイトをのぞけば、自分が気になっている

商品の評判を知ることができる。ユビキタスネットワ

ークの進展は、いつでも、どこでも、情報を瞬時にや

り取りすることを可能とし、これまで遠い店舗に出か

けたり、安い店舗や商品の詳細な情報を探すために要

していた時間とコストを縮小し、取引成立の可能性を

拡大させるという点において、人々の消費行動を大き

く変えるものである。

ユビキタス化以前には、情報のやり取りには時間が

かかり、やり取りされる情報の量も現在と比べると非

常に少なく、消費者は、限られた時間や情報という制

約の中で消費を行っていたと考えられる。そのような

中で消費者が商品購入に至るまでの心理状態の変化を

理論化したモデルに「AIDMA」理論というものがある3。

A I DMA理論では、消費行動を、商品を「認知

（Attention）」するプロセス、商品に「興味・関心

（Interest）」を持つプロセス、商品に対する「欲求

（Desire）」を感じるプロセス、商品に対する欲求を

「記憶（Memory）」するプロセス、そして商品を「購

入（Action）」するプロセスの5段階から構成されるも

のとしてとらえている。

ところが、時間や場所を問わず、大量の情報を瞬時

にやり取りすることができるようになったことで、

AIDMAに別のプロセスを加えた新たな消費行動プロセ

スが広がりを見せている。この新たな消費行動プロセ

スでは、商品を「認知」し、商品に「興味・関心」を

持った後、その商品についてインターネットで「情報

収集」し、複数の気になる商品について集めた情報に

基づき比較、検討し、「選択肢評価」を行った上で購入

する商品を決定し、その後実際に「購入」すると考え

られる。さらに、商品を購入した消費者がインターネ

ット上で自らの購入体験を他者に伝え、消費者間で情

報を「共有」することで、その口コミ情報が、当該商

品について他の消費者の「情報収集」の対象となる。

このように、商品に興味・関心を持った後は、「情報」

を軸とした新たな消費行動プロセスが展開していく。

つまり、ある消費者が発信した情報が、他者の消費行

動プロセスのサイクルの中に組み込まれていくことに

よって、消費者間で情報がネットワーク化され、そう

したネットワークが幾層にも重なり多層化していくも

のと考えられる。

変化する消費行動3

（1）ユビキタスネット社会における新たな消費行動

３AIDMA理論は米国のローランド・ホールによって提唱された
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ア　認知
消費行動プロセスの第一歩である「認知」段階につ

いて、商品を知り、興味を持つ契機になった情報源に

ついて対象商品別に見たものが図表1-3-3-1である。

この回答結果によれば、「店頭」との回答が多かった商

品は、パソコン・周辺機器、生活家電、衣類・アクセ

サリーであった。また、「テレビ」との回答が多かった

商品は、音楽・映像、食品・飲料、自動車で、これら

の商品については、テレビコマーシャルや、テレビの

番組をきっかけとして認知されることが多いと考えら

れる。テレビは、音楽や映像と組み合わせて、一度に

幅広い消費者にインパクトのある情報を伝達すること

によって、消費者が商品に対するイメージを形成した

り、興味を喚起することができ、商品について知り、

興味を持つ契機として重要な役割を果たしているとい

うことができる。インターネットについては、旅行・

チケット、パソコン・周辺機器で「メーカーサイト／

ショッピングサイト（以下「メーカーサイト」という。）」

との回答が多くなっているものの、全体的には少ない

割合にとどまっており、インターネットが商品を知り、

興味を持つ契機になることは比較的少ないことが分か

る。

イ　情報収集
ユビキタスネットワークの進展によって、人々はい

つでも、どこでも、情報を入手することができるよう

になった。そして、企業のウェブサイトやショッピン

グサイト、口コミサイト等で流通する様々な情報を利

用することによって、購入前に商品内容について、よ

り簡単に、より多くの情報を獲得できるようになって

きている。

消費行動の中で情報収集がどの程度定着してきてい

るかという観点から、購入前に商品内容の詳細や評判

について情報収集する頻度を尋ねたところ、「いつも情

報収集する」との回答は、生活家電、旅行・チケット、

パソコン・周辺機器、自動車の順に高く、それぞれ

33.3％、32.6％、30.6％、28.4％であった（図表

1-3-3-2）。これらの商品は、一般的に高額で購入頻度

が少ないことから、消費者が購入に対してより慎重に

なる結果として情報収集が定着してきていると考えら

れる。一方、書籍・雑誌、衣類・アクセサリー、食

品・飲料については、それぞれ15.3％、16.0％、

18.2％と少なくなっており、購入機会が多く低額の商

品については、いつも情報収集する消費者は比較的少

ないことが分かる。

（2）認知・情報収集・選択肢評価

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-1 商品を知り、興味を持つ契機になってい
る情報源（複数回答）

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-2 購入前に商品内容の詳細や評判をいつも
情報収集する人の割合
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さらに、購入前に商品の情報収集をすると回答した

人に対して、収集した情報が購入決定に役に立ってい

るかについて尋ねたところ、いずれの商品においても

「役に立ち、購入の決め手になっている」との回答が最

も多く、特に、パソコン・周辺機器、生活家電、旅

行・チケットについては、それぞれ66.8％、65.4％、

66.8％と6割を超える回答があった（図表1-3-3-3）。

一方、衣類・アクセサリーや食品・飲料については、

「役に立つが、購入の決め手にはなっていない」との回

答も多く、それぞれ44.2％、42.2％の回答があった。

これらの商品の購入を決定する際には、衣類・アクセ

サリーについては、サイズが自分に合うかどうか、ま

た、食品・飲料については、実際に購入しようとする

商品が新鮮かどうかといった、購入前には情報収集で

きない要因も重要となってくるためではないかと考え

られる。

また、過去1年以内に、購入前に商品内容の詳細や評

判について情報収集した方法を尋ねたところ、「店頭」

との回答が多かった商品は、パソコン・周辺機器、生

活家電、衣類・アクセサリー、食品・飲料、自動車、

「メーカーサイト」との回答が多かった商品は、音楽・

映像、パソコン・周辺機器、旅行・チケットであった

（図表1-3-3-4）。認知段階と比較すると、全体的には

「店頭」に次いで、「メーカーサイト」の回答が多くな

っており、インターネットを活用して情報収集する人

の割合が高いことが分かる。これは、インターネット

が、消費者が欲しいと思う情報を、その情報を欲しい

と思っている消費者に的確に伝達できることから、情

報収集に適したメディアであるためと考えることがで

きる。一方、認知段階で重要な役割を果たしていた

「テレビ」の回答は、一部の商品においては多かったも

のの全体的には少なく、情報を一方的に伝える特性を

持つテレビは、消費者が情報を収集するには必ずしも

適しておらず、認知段階と比較すると情報収集プロセ

スにおけるテレビの役割は比較的小さいと考えられる。

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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役に立つが、購入の決め手にはなっていない�
決定に対して役に立っていない�

図表1-3-3-3 収集した情報の購入決定への役立ち度
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図表1-3-3-4 過去1年以内に購入前に商品内容の詳細
や評判を情報収集した方法（複数回答）



ウ　選択肢評価
購入する商品を決定する際、消費者は、収集した情

報を基に複数の商品を比較、検討し、購入したい商品

を少数に絞り込んだ上で、その選択肢の中から最も評

価の高い商品を購入する。さらに、複数の選択肢を評

価する際には、様々な評価軸を設定し、それらの評価

軸上で各商品がどこに位置付けられるかという点を基

に判断を行う。

そこでまず、事前に複数の商品の機能や販売店を比

較するかを対象商品別に尋ねたところ、「いつも比較し

ている」との回答が最も多かったものは生活家電で

45.9％、以下、パソコン・周辺機器、自動車の順で、

それぞれ36.3％、32.1％であった（図表1-3-3-5）。

比較においても、情報収集と同様に、購入頻度が少な

く高額の商品について「いつも比較している」との回

答が多い傾向があった。一方、回答が少なかったもの

は、書籍・雑誌の7.6％、音楽・映像の13.1％であっ

た。

さらに、それぞれの商品について事前に比較すると

回答した人に対して、比較した情報が購入決定に役に

立っているかを尋ねたところ、「購入の決め手になって

いる」との回答が多かったものは、生活家電で73.6％、

パソコン・周辺機器で69.9％、旅行・チケットで

64.1％と、これらの商品の傾向は情報収集で見たのと

ほぼ同じであった（図表1-3-3-6）。
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-5 事前に複数の商品の機能や販売店をいつ
も比較する人の割合

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-6 比較した情報の購入決定への役立ち度
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ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

また、事前に複数の商品の機能や販売店を評価する

際の方法について尋ねた結果をまとめたものが、図表

1-3-3-7である。これを見ると、8種類の対象商品は、

評価する際に利用される方法によって大きく2通りの商

品群に分けることができる。「メーカーサイト」との回

答が比較的多い音楽・映像、パソコン・周辺機器、旅

行・チケットと、「店頭」との回答が比較的多い書籍・

雑誌、生活家電、衣類・アクセサリー、食品・飲料、

自動車である。

「メーカーサイト」で評価するとの回答が多かった

前者の商品群については、購入を決定する際に商品を

評価する軸の中心は、価格や機能といった点であると

考えられる。また、音楽の購入に当たっては、購入す

る前にウェブサイト上で試聴できることが多い。この

ような商品を購入しようと決めるに当たっては、商品

を評価する判断材料はインターネットを通じて集める

ことができるため、情報を収集しさえすれば、その場

で意思決定を行うことができる。つまり、わざわざ店

頭に出向いて改めて商品評価をする必要性が小さく、

情報収集から購入決定までのプロセスが非常に短いと

考えられる。

一方、「店頭」で評価するとの回答が多かった後者の

商品群については、購入を決定する際、価格や機能と

いった軸に加えて、商品の見た目やデザイン、内容、

品質、サイズ等、インターネットでは集められない判

断材料によっても商品の評価を行うと考えられる。し

たがって、このような商品を購入しようと決めるに当

たっては、店頭に出向き、これらの評価軸上でその商

品がどのあたりに位置付けられるかも考慮した上で、

購入を決定すると考えられる。つまり、商品の選択肢

評価に当たっては、その商品の特性や、消費者の評価

軸の設定によって、インターネット利用に親和性が高

いものと、そうでないものとがあることが分かる。し

かしながら、例えば、今後、より多くの書籍でウェブ

サイト上での「試し読み」ができるようになるなど、

インターネットを通じてより多くの情報が提供される

ようになれば、選択肢評価におけるインターネット利

用が更に広がる可能性も十分あると考えられる。

（％）�

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-7 過去1年以内に事前に複数の商品の機能
や販売店を評価した方法（複数回答）



エ　認知から選択肢評価のプロセスにおけるメディ
アの特性

以上の結果を基に、消費行動におけるメディアの特

性をまとめたものが図表1-3-3-8である。マスメディ

アであるテレビや新聞については、一度に幅広い消費

者に情報を伝達することが可能であり、書籍・雑誌に

ついては、ターゲットを絞った上で詳細な情報を伝達

することが可能である。これに対して、ウェブサイト

はインターネットユーザーが欲しい情報を自ら引き出

す能動的なメディアであり、多くの詳細な情報の伝達

が可能であるほか、双方向の情報のやり取りが可能な

メディアである。したがって、テレビや新聞等のマス

メディアは認知拡大に適している一方、ウェブサイト

は理解促進に有効なメディアであると考えることがで

きる。

広告媒体という観点からメディアを見ると、平成19

年の日本の総広告費7兆191億円（対前年比1.1％増）

のうち、テレビ、新聞、雑誌、ラジオの四媒体の広告

費はすべて前年から減少している一方、インターネッ

ト広告費4は6,003億円と対前年比24.4％の増加とな

っており、インターネットは、雑誌を上回り、テレビ、

新聞に次ぐ広告メディアとなった（図表1-3-3-9）。

インターネット広告の拡大の背景には、まず、イン

ターネットが社会生活や企業活動の基本的なインフラ

として定着しつつあり、より多くの人が利用するメデ

ィアとなってきたことに伴い、広告媒体としての価値

が飛躍的に高まってきたことがある。

インターネットが他のメディアにはない様々な特長

を有していることも、インターネット広告の拡大を後

押ししているといえる。

第一に、インターネットは、対象とする消費者に対

して、他のメディアよりも効果的に広告を届けること

ができる。というのも、インターネットは能動的なメ

ディアであり、かつ双方向性も有している。したがっ

て、ユーザーがどのような事柄に興味や関心を持って

いるかを、ユーザーが起こす行動から得られる情報

（例えば、検索するキーワード）で把握し、それらに関

連した商品の広告を見せる、という非常に精度の高い

広告提示が可能である。

第二に、インターネットでは、ユーザーが自社のサ

イトにアクセスした記録や、自社のウェブサイトで商

品を購入した記録等がデータとして記録されるため、

このようなデータを分析すれば、自社のウェブサイト

で「いつ」、「誰が」、「何を」見たかといった、インタ

ーネット広告の効果を測定する上で有用なデータを取

得することができ、広告の費用対効果の測定が可能と

なる。

テレビ�

新聞�

書籍・雑誌�

ラジオ�

ウェブサイト�

特　性�

・一度で幅広い消費者に伝達できる�
・時間帯やエリアに応じて、対象とする消費者
に伝達できる�
・インパクトが大きく、話題性を喚起できる�

・一度で幅広い消費者に伝達できる�
・エリアに応じて、対象とする消費者に伝達で
きる�
・詳細な情報を伝達できる�

・保存性があり、消費者が情報に繰り返し接触
できる�
・書籍・雑誌の特徴に応じて、対象とする消費
者に伝達できる�
・詳細な情報を伝達できる�

・エリアに応じて、対象とする消費者に伝達で
きる�

・消費者が自ら情報を引き出す能動的なメディ
アである�
・双方向での情報のやり取りができる�
・容量の制約がなく多くの情報を扱えることか
ら、多様で詳細な情報を伝達できる�

図表1-3-3-8 消費行動プロセスにおけるメディア特性

※　2007年に広告費の推定範囲が2005年にそ及して改訂されている�
�

電通「2007年日本の広告費」により作成�

（億円）�

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

19（年）�18171615141312平成11

19,121 20,793 20,681 19,351 19,480 20,436 20,411 20,161 19,981

9,462

4,585
1,671

27,886

6,003

603

70,191

9,986

4,777
1,744

27,361

4,826

544

69,399

10,377

4,842
1,778

26,563

3,777
487

68,235

10,559

3,970
1,795

19,561

1,814
436

58,571

10,500

4,035
1,807

19,417

1,183
419

56,841

10,707

4,051
1,837

19,816

845
425

57,032

12,027

4,180
1,998

20,488

735

471

60,580

12,474

4,369
2,071

20,539

590
266

61,102

11,535

4,183
2,043

19,648

241
225

56,996

テレビ� 新聞�
雑誌� ラジオ�
セールスプロモーション広告� インターネット広告�
衛星メディア関連広告�

図表1-3-3-9 日本の広告費の推移

４インターネット広告費は、インターネットサイト上の広告掲載費（モバイル広告を含む）及び広告制作費（バナー広告等の制作費及び企業ホーム
ページのうち、商品、サービス、キャンペーン関連の制作費）の合計
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第三に、「クロスメディア」と呼ばれる広告手法の広

がりが挙げられる。これは、テレビ広告の最後にキー

ワードを提示し、「続きはウェブで」等と告知すること

によって、テレビ広告で商品のイメージを形成しつつ、

提示したキーワードを手掛かりにインターネットに誘

導し、詳細な情報についてはインターネットで伝える

手法である。実際、テレビ、新聞、雑誌・書籍及びラ

ジオで得た情報について詳しく知るためにパソコンや

携帯電話のウェブサイトを利用する人に対し、どのよ

うな方法で情報を検索するかを尋ねたところ、「提示さ

れた検索キーワードで検索する」と回答した人が

71.9％に上っている（図表1-3-3-10）。この結果か

らも、テレビや新聞で情報を得た後、それを詳しく知

るために検索キーワードを手がかりにインターネット

で情報を入手するという流れが消費者の間に広がりつ

つあることが分かる。

また、従業員100人以上の企業におけるインターネ

ット広告の実施状況を見ても、全体で27.6％と1/4以

上の企業がインターネット広告を実施している（図表

1-3-3-11）。特に1,000人以上の企業では約4割の企

業がインターネット広告を実施しており、従業員規模

が大きいほど実施割合が高い傾向がある。

また、実施したインターネット広告の種類について

は、「バナー広告」が52.7％と最も多く、次いで「メ

ールマガジン」が37.5％であった（図表1-3-3-12）。

バナー広告は、ウェブサイト上で、画像や写真等で表

現された広告で、掲載されている広告から広告主のウ

ェブサイトにリンクが張られているため、広告をクリ

ックすると広告主サイトが開き、そこからより詳しい

情報を得ることができる仕組みになっている。バナー

広告はウェブサイトの上部等、比較的目立つ場所に掲

載されることが多く、たとえ広告がクリックされなく

ても商品等の認知度の向上やブランドイメージの形成

等の効果が期待できる。また、2番目に多かったメール

マガジンは、自ら会員登録をしたユーザーを対象に配

信されるものであるためメールが開封される可能性が

高いこと、また、メールマガジンの読者は特定のテー

マに関心のあるユーザーであり、どのメールマガジン

に広告を載せるかによって、比較的高い確率で広告主

のウェブサイトに誘導することができること等の特長

がある。

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�

0 20 40 60 80（％）�

その他の方法�

提示された2次元コードを読み取る�

独自の検索キーワードを設定して検索�

提示されたURLを入力�

テレビ番組名や記事名等で検索�

提示された検索キーワードで検索� 71.9

66.3

47.7

33.3

15.9

0.6

図表1-3-3-10 テレビ、新聞、雑誌・書籍及びラジオで得た情報について詳しく知るためにパソコンや携帯電話の
ウェブサイトを利用する人の情報の検索方法

（出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�

（％）�

0
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35

40

45

2,000人�
以上�

1,000～�
1,999人�

500～�
999人�

300～�
499人�

100～�
299人�

全体�

27.6
24.0

26.1

32.2

41.5 41.4

図表1-3-3-11 インターネット広告の実施率（従業員
規模別）

（出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�

0 20 40 60（％）

スポンサーシップ広告�
（編集タイアップ等）�

コンテンツ連動型�

その他インターネット広告�

リッチメディア広告�

DM広告�
（ターゲティングメール等）�

検索連動型�

テキスト広告�

メールマガジン�

バナー広告� 52.7

37.5

26.7

22.1

15.7

15.0

14.3

10.9

9.3

図表1-3-3-12 実施したインターネット広告の種類



ア　購入
最近1年間に各商品を購入した人に対してその商品の

購入方法として最も多く利用した方法を商品別に尋ね

たところ、「店頭」との回答が多い商品は、自動車

（92 .9％）、食品・飲料（91 .2％）、生活家電

（84.6％）の順であった（図表1-3-3-13）。これに対

して、「パソコン・携帯電話」との回答が多い商品は、

旅行・チケット（53.4％）、音楽・映像（32.5％）、

パソコン・周辺機器（25.1％）であった。この結果は、

（2）ウの選択肢評価で「メーカーサイト」を利用する

商品群と、購入方法として「パソコン・携帯電話」を

多く利用する商品群とが一致していることを示してお

り、これらの商品では、情報収集から購入決定までの

プロセスが短いという仮説を裏付けるものである。ま

た、5年前と比較すると、インターネットで商品を購入

する人の割合は急速に増加している5。特に、旅行・チ

ケット、音楽・映像等、品質が一定で、情報収集から

購入決定までのプロセスをインターネットで行える商

品群については、その傾向が顕著であり、例えば、旅

行・チケットでは、既にその割合が店頭で購入する人

の割合を上回っており、インターネットは、購入方法

として広く定着しつつあり、店頭の地位を脅かしつつ

ある。

そこで次に、それぞれの購入方法を最も多く利用す

る理由を尋ねた結果が図表1-3-3-14である。ここでは、

購入方法としての利用が多かった「店頭」及び「パソ

コン・携帯電話」に着目し、各項目について、「店頭」

との回答割合の値から「パソコン・携帯電話」との回

答割合の値を引いたものをプロットしている6。

店頭での購入を選択する理由については、いずれの

商品でも「商品の実物を試せるから」との回答が多い

傾向にあり、特に、生活家電、衣類・アクセサリーで

は、それぞれ54.9％、54.2％の回答があった。次い

で、「店員の接客対応が良い、購入のサポートをしてく

れるから」との回答が多く、実際に店員とのやり取り

を通して、安心して購入できることを重視する人が店

頭での購入を選択していると考えられる。

（3）購入・共有

（出典）「ユビキタスネット社会における�
情報接触及び消費行動に関する調査研究」�

総務省「平成14年通信利用動向調査」により作成�

79.9 17.6
2.5

64.2 32.5
3.3

72.1 25.1
2.7

84.6 13.2
2.2

37.9 53.48.7

75.9 8.6 15.5

91.2 6.1
2.7

92.9
3.6

4.9

4.9

4.1

1.9

4.0

3.5

2.2

0.0

（参考）インターネットで�
購入したことがある人の割合�

（平成14年末）�
0 20 40 60 80 100（％）�

自動車�

食品・飲料�

衣類・�
アクセサリー�

旅行・チケット�

生活家電�

パソコン・�
周辺機器�

音楽・映像�

書籍・雑誌�

店頭� その他（通販カタログ、通販番組等）�
パソコン・携帯電話のウェブサイト�

図表1-3-3-13 最近1年間で商品購入した際に、最も利
用した購入方法
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（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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商品の価格が安いから�
ポイント等の購入特典が充実しているから�
そこでしか売っていない商品だから�
商品・サービスの実物を試せるから�
店員の接客対応が良い／購入のサポートをしてくれるから�
購入するのに時間がかからないから�
購入する際の支払方法が自分に合っているから�
購入後の配送・アフターケアが充実しているから�

図表1-3-3-14 購入方法として、「店頭」及び「パソコ
ン・携帯電話」を選択した理由（「店頭
での購入」の回答割合の値から「パソ
コン・携帯電話」の回答割合の値を引
いたもの）

５平成14年末のデータは、総務省「平成14年通信利用動向調査」に基づく。なお、同データは、15歳以上のインターネット利用者に対する過去1年
間のインターネットによる購入経験の有無についての回答結果。対象となる商品・サービスについて、「書籍・雑誌」及び「音楽・映像」につい
ては「書籍やCD」、「パソコン・周辺機器」については「パソコン関連商品」、「生活家電」については「家具、家電、家庭用品」、「旅行・チケッ
ト」は「各種チケット」、「衣類・アクセサリー」は「服飾雑貨や貴金属」、「食品・飲料」は「食料品」、「自動車」は「自動車」をそれぞれ対応さ
せている
６なお、最近1年間にパソコン・携帯電話のウェブサイトから自動車を購入したとの回答は7人と少なかったことから、ここでは参考として掲載して
いる
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一方、パソコン・携帯電話での購入を選択する理由

については、「商品の価格が安いから」の回答が多くな

っているほか、「ポイント等の購入特典が充実している

から」との回答も多い傾向にある。また、衣類・アク

セサリー、食品・飲料では、「そこでしか売っていない

商品だから」との回答が比較的多くなっている。この

背景としては、第一に、インターネットを通じた商品

販売では非常に多くの種類の商品を扱っており、一般

の店舗では取り扱っていないような商品の購入が可能

であること、第二に、自分の住む地域以外の特産品を

インターネットを通じて購入する、いわゆる「お取り

寄せ」が食品や飲料を中心に広がっており、わざわざ

遠くの店舗に出向かなければ購入できなかった商品も

手軽に買うことができるようになったこと等があるの

ではないかと考えられる。

このように、購入方法として「パソコン・携帯電話」

に向いている商品群の存在や、商品価格の安さ、「お取

り寄せ」消費の動向が背景にあり、日本の消費者向け

電子商取引市場規模は、平成18年には約4.4兆円（対

前年比27.1％増）と拡大しており、パソコン及び携帯

電話は店頭に次ぐ第二の購入方法として確立しつつあ

ることが分かる（図表1-3-3-15）。

イ　購入方法と消費志向特性との関係
購入方法の選択に当たっては、消費に対する志向が

深く関係していると考えられる。そこで、購入方法と

消費志向特性との関係について見てみたものが図表1-

3-3-16である。ここでは、実際に、店頭、パソコン、

携帯電話で商品を購入したことがあると回答した人が、

それぞれの購入方法を選択するときに考えることにつ

いて尋ねた。

店頭で購入する際には、「品質の良いものを」、「品ぞ

ろえが豊富な店で」、「安心できる店で」購入したいと

考える人がパソコンや携帯電話で購入する場合よりも

多くなっている。店頭で購入する際には、実際に商品

を手にとって見たり、店員とのやり取りから接客対応

の良し悪しを感じ取るなど、より良い商品を安心して

購入したいと考える消費者が多いと考えられる。

また、パソコンや携帯電話で購入する際には、「入手

困難なものを」購入したいと考える人が店頭で購入す

る場合に比べて多いことが分かる。従来型の店舗販売

では、消費者からの多様で小規模な需要にこたえるに

は、膨大な在庫を抱えるスペースや費用の点から困難

であり、これまでは限られた少数の商品のみが店頭に

並ぶというのが一般的であった。市場でやり取りされ

る商品をその販売数量の大きい順に図表化すると、

個々の販売数量は非常に大きい少数の商品に続いて、

個々の販売数量は非常に小さいが膨大な数の種類があ

る商品群が恐竜の尾のように長く伸びて並んでいるこ

とから、これを「ロングテール」と呼ぶこともある。

これまで、このロングテール部分に位置していたよう

な販売数量の小さい商品は、店頭に並ぶことも市場で

売買されることもほとんどなかった。ところが、イン

ターネットを経由した商品販売は、店頭在庫にかかる

費用が不要であり、「売れ筋」商品だけでなく、小規模

な需要しかない多くの商品もネットショップに「陳列

して」おくことができる。このため、実際の店舗では

購入できないようなものであっても買うことができる

ようになったことから、ネットショップを利用して入

手困難なものを購入するという動きが広がりを見せて

いると考えられる。

（出典）経済産業省「平成18年度電子商取引に関する市場調査」�

（兆円）�

0.0
0.5
1.0
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3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

18 （年）�平成17

4兆3,910億円�

3兆4,560億円�

図表1-3-3-15 消費者向け電子商取引の市場規模

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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合ったものを購入したい�
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合ったものを�
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複数のものを�
比較してから購入したい�

入手困難なものを�
購入したい�

品質の良いものを�
購入したい�

購入にはできるだけ�
時間をかけたくない�

できるだけ�
安く購入したい�

店頭での購入�
パソコンのウェブサイトでの購入�
携帯電話のウェブサイトでの購入�

図表1-3-3-16 それぞれの購入方法を選択する際に考
えること



ウ　購入体験の共有
先に、新たな消費行動プロセスにおいては、自らの

購入体験を他の消費者と共有することによって、その

情報が別の消費者の消費行動プロセスに利用され、消

費者間でネットワークの多層化が進展していくのでは

ないかと述べた。そこで、自分の購入体験を他の人に

伝えたことがあるかを商品別に尋ねたところ、いずれ

の商品についても「他の人には伝えていない」との回

答が最も多く、次いで「じかに話して伝えた」となっ

ている（図表1-3-3-17）。一方、「パソコン・携帯電話

のウェブサイトを通して伝えた」との回答は、1割未満

にとどまっており、自らの購入体験をネットワークを

通じて不特定多数の人に伝える行為はまだ広がりを見

せておらず、伝える場合は特定の身近な人に伝えるこ

とが多いことが分かる。ただし、若年層に限ってみる

と、「パソコン・携帯電話のウェブサイトを通して伝え

た」との回答は、「書籍・雑誌」で最も多く20.8％、

次いで「旅行・チケット」で17.0％、「音楽・映像」

で16.7％となっており、パソコンや携帯電話のウェブ

サイトを通して、不特定多数の人と自分の購入体験を

共有する動きが広がりを見せつつあるといえる（図表

1-3-3-18）。今後は、こうした動きが世代を超えて拡

大していくことが期待される。なお、自らの購入体験

や商品に対する評価をネットワーク上で他の消費者に

発信し、他の消費者の消費行動に大きな影響力を持つ

人々を、アルファブロガーあるいはインフルエンサー

等と呼ぶ。自らの購入体験を他の消費者と共有しよう

という動きは、現在はまだ、こうした影響力のある少

数の消費者が発信する情報を多数の一般消費者が利用

しているという段階にあると考えられる。

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関する調査研究」�
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図表1-3-3-17 自らの購入体験を他の人に伝えたことがある人の割合（複数回答）
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図表1-3-3-18 若年層において、パソコン・携帯電話の
ウェブサイトを通して自らの購入体験
を他の人に伝えたことがある人の割合
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このような新たな動向に対し、企業においても、イ

ンターネットを軸に消費者との新たな接点を模索する

動きが広がりつつある。例えば、従業員100人以上の

企業が自社のホームページを開設している割合は、全

体で83.6％に上っており、企業が取引相手や消費者に

向けて情報発信する手段として広く普及していること

が分かる（図表1-3-3-19）。また、ビジネスブログ又

はSNSのうち、少なくともどちらか一つを開設してい

る割合は、全体では6.8％と約15社に1社となってい

る。従業員規模別に見ると、従業員数が2,000人以上

の大企業においてはその割合は15.5％と高くなってお

り、大企業を中心に、消費者が参加可能なCGM（消費

者発信型メディア：Consumer Generated Media）

を企業活動に利用する動きが進展していることが分か

る。

ホームページ、ビジネスブログ又はSNSのうち、少

なくともどれか一つを開設している企業に対して開設

の目的や用途を尋ねたところ、「商品等の紹介」が

68.6％、「定期的な情報提供」が38.8％、「消費者の

意見等の収集」が11.2％となっており、企業がネット

ワークを利用した様々な手法を消費者とのコミュニケ

ーション手段として利用していることがうかがえる

（図表1-3-3-20）。

さらに、消費者が開設しているブログやSNS等を閲

覧・分析しているか尋ねたところ、「よく利用」、「たま

に利用」を合わせた回答は全体で17.7％であった（図

表1-3-3-21）。これを業種別に見ると、サービス業や

金融・保険業等、一般消費者との接点が比較的多い業

種については、利用している割合が高く、インターネ

ットを通じた消費者との新たな接点の確保に向けた動

きが広がってきているといえる。

0 20 40 60 80 100（％）

2,000人以上�
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1,999人�
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300人～�
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全体�
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6.8

78.2
4.8

88.5
7.1

89.7
14.7

97.7
5.9

96.8
15.5

 （出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�

ホームページを開設� ビジネスブログ、SNSを開設�

図表1-3-3-19 企業のホームページ開設率及びビジネ
スブログ、SNS開設率（従業員規模別）

 （出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�
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会社案内、人材募集� 85.3

68.6

38.8
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11.2
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2.4

3.4

図表1-3-3-20 企業のホームページ、ビジネスブログ、
SNS開設の目的（複数回答）

※　「サービス業・その他」は、不動産業及びサービス業、その他の合計�
�

（出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�
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図表1-3-3-21 消費者が開設するブログやSNS等の閲
覧・分析の実施状況



また、近年大きな話題となっている3D仮想空間での

支店開設や販売促進活動等の企業活動の実施について

は、「実施している、またはしたことがある」との回答

が3.2％、「今後実施する予定がある」との回答が

1.2％とまだ低い回答にとどまっており、3D仮想空間

の企業活動への利用拡大については今後の動向が注目

される（図表1-3-3-22）。

このように、ユビキタスネットワークの進展により

広がりを見せている、いわゆる「Web2.0」と呼ばれ

る環境の中で、消費者自身が、自分たちの意見を公開

したり、他の消費者の評価を自分の消費行動の判断材

料として取り入れるなど、消費をめぐる情報の流れは、

これまで商品の供給者である企業が消費者に向けて伝

達していた一方向的なものから、消費にかかわるすべ

ての参加者が情報を発信し受信する双方向的なものに

なってきている。そこでは、企業や商品に関する情報

は肯定的なものばかりとは限らず、これまで企業が公

開するのをためらってきたような批判的、否定的な情

報が含まれることもある。

したがって、様々な情報があふれる状況の中で、企

業が商品に関する情報を効果的に消費者に届けるため

には、こうした消費者から発信される情報を企業が積

極的に利用したり、より効果的に広告を展開するなど、

これまでの企業戦略を見直し、消費者との新たな関係

を構築していく必要性が高まっていると考えられる。

（出典）総務省「平成19年通信利用動向調査」�

実施している、または実施したことがある�

実施したことはないが、今後実施する予定がある�

実施したことはないし、今後も実施する予定はない�

実施したことはないが、今後実施するかどうかは未定�

0 20 40 60（％）�

3.2

1.2

51.9

40.8

図表1-3-3-22 3D仮想空間での企業活動の実施状況
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COLUMN

ウェブログ、いわゆるブログは、簡単に個人のウ

ェブページを作成することができるだけでなく1、

発信された記事2に対して閲覧者がコメントするこ

とや、トラックバック機能によって閲覧者自身のブ

ログへのリンクを作成することが可能な双方向型の

CGM（消費者発信型メディア）としての利用が拡

大している。

（1）ブログコンテンツ量の推計

2008年1月現在でインターネット上に公開されて

いる国内ブログの総数は、約1,690万、記事総数は、

約13億5,000万件、データ総量は、約42テラバイト

であった3（図表1）。画像・動画ファイル等のデー

タ量を除いたテキスト情報のみのデータ量は、約12

テラバイトであり、このデータ量は、書籍1冊の原

稿の情報量の約2,700万冊分に相当する4。

国内のブログのうち、1箇月に1回以上、記事が更

新されているアクティブブログは、ブログ総数の約

2割に相当する約300万と推計される。

なお、これらのインターネット上に現存するブロ

グのほかに、過去に開設され、既に削除済みのもの

を含めた累計では、ブログ総数は約2,240万、記事

総数は、約17億9,000万件、データ総量は、約54テ

ラバイトとなっている。

ブログ数の推移を見ると、2004年から2005年に

かけて急増し、2006年1月に1,000万に達した後も

緩やかに増加していることが分かる（図表2）。

ブログのコンテンツ量の推計

１ブログサービス事業者の提供するブログサイト上の投稿フォーム等を使ってユーザーが簡単な手順で文章や画像・動画ファイル等をアッ
プロードでき、システムがそれらをレイアウトしたHTMLファイルを生成し表示する仕組みとなっている

２1回の投稿で生成されるコンテンツの単位を「記事」という
３クローラー（リンクをたどってウェブコンテンツにアクセスし、各コンテンツの情報を自動収集するシステム）とアンケート調査を併用
した推計手法により試算。詳細については付注9参照

４書籍1冊の平均ページ数を260ページ、1ページ当たり平均文字数を900文字、1文字2バイトとして算出した書籍1冊当たりのデータ量457
キロバイトで換算

インターネット上に公開されているブログ�

　　うちアクティブブログ �

過去に開設されたブログ（削除済みを含む）�

ブログ総数�
（万ブログ）�

記事総数 �
（百万件）�

データ総量�
（テラバイト）�

テキストデータ総量�
（テラバイト）�

1,690 �

308 �

2,243 
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568  �

1,787  
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54 

12 �

5 �

16 

（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」

図表1 ブログ総数、記事総数、データ総量の推計（2008年1月現在）
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図表2 国内のブログ数の推移の推計



（2）新規開設ブログ等の推移の推計

新規に開設されたブログ数の推移を見ると、主要

なブログサービスが開始された2003年から急速に増

加し、アルファブロガーの登場によるブログの認知

度の向上等もあいまって2005年には月間60万を超

えた。その後、新規ブログ開設数は、いったん月間

40万前後まで減少したものの、2007年からは40万

から50万で推移している（図表3）。

一方、毎月1回以上の継続的な更新が行われてい

るアクティブブログ数の推移を見ると、2003年から

2005年にかけ300万程度まで急増したが、その後は、

ほぼ横ばいで推移している。これは、新規にブログ

が開設される一方で、更新されなくなった既設ブロ

グも多いことを示している（図表4）。

（3）スパムブログの概況

近年、検索エンジンからのアクセスを増やすため

に、様々なキーワードを大量に埋め込んだ広告誘導

のブログや、他のブログから掲載内容をコピーして

使用するブログが増加しており、これらについては、

いわゆる「スパムブログ」と呼ばれている。

アクティブブログにおけるスパムブログの割合を

調査したところ5、ブログ数では、約1割が該当する

とともに、記事数では、約3割がスパム記事である

と見られる。なお、スパムブログの割合については、

ブログサービス事業者が提供するブログサイト間で

も差が見られた。

スパムブログの内容としては、販売誘導（38.3％）、

アフィリエイト収入（17.1％）、アダルト・出会い

系サイトへの誘導（7.0％）を意図したものが見ら

れる（図表5）。
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（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」�

（年・月）�

図表3 各月の新規開設ブログ数の推移の推計
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（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」�
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図表4 各月におけるアクティブブログ数の推移の推計
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（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」�

図表5 スパムブログの内容

５2008年1月現在のアクティブブログについて調査を行った。調査概要については付注9参照
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COLUMN

ブログの機能については、当初のコメントやトラ

ックバックといったコミュニケーション機能のほか、

現在ではアフィリエイト等、収益に結び付く様々な

機能が付加されてきており、ブログを開設する目的

や態様についても多様化してきていると考えられる。

ブログ開設経験者を対象としたアンケート調査を

行ったところ、①自己表現、②コミュニティの形成、

③社会貢献、④収益目的、⑤アーカイブ型利用の五

つが開設の動機として重視される傾向にあることが

分かった1。

自己表現を重視するグループは、ブログで自己の心

情・意見や事実・体験等を記述することにより、自分と向

き合ったり、ストレス解消等の内面的な効用を得ることを

強い動機としており、全体の約3割が該当する（図表1）。

ブログが、元々ウェブ日記と言われていたように、

日付単位で記事を投稿できるため、電子日記的なブ

ログの用途が高いことがうかがえる。年代別には10

代、20代の若年層の割合が高い傾向がある（図表2）。

また、全体の1/4は、自己の関心分野を中心とした

コミュニティを形成することを強い利用動機としてい

る。ブログのテーマとしては、「子育て」の割合が高い

傾向があり、ブログの持つコミュニケーション機能が

積極的に活用されている面がうかがえる（図表3）。

社会貢献に関しては、自己の知識や経験に基づく

情報を発信し、社会に貢献することを特に重視して

おり、全体の1割弱を占める。ブログのテーマとして

は、「マネー・金融」、「医療・介護」、「地域」の割合

が高く、様々な分野の豊富な経験・知識を有する40

代以上の割合が高い傾向がある。情報発信メディア

としてブログが活用されていることがうかがえる。

収益を目的としたものに関しては、自分の専門分

野に関する情報を提供し、アフィリエイト等による

収益を得ることを特に重視しており、全体の約1割

が該当する。テーマでは特に「マネー・金融」や

「コンピュータ・IT」等専門的な分野や「地域」の

割合が高く、年代別では10代と40代の割合が高い傾

向がある。

アーカイブ型利用については、自己の関心分野に

関する様々な情報を整理、蓄積することを重視して

おり、全体の約1/4を占める。車・バイク、旅行等、

「趣味」に関するテーマの割合が高く、年代別では、

30代と60歳以上の割合が高い傾向がある。

ブログ開設者の開設動機等の分析

自己表現�
（30.9%）�

コミュニティ�
（25.7%）�
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（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」�
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図表1 ブログ開設動機による分類
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（出典）総務省情報通信政策研究所「ブログの実態に関する調査研究」

図表2 ブログ開設動機別の年代別傾向
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図表3 ブログ開設動機別のテーマ別傾向

１アンケート調査概要及び分析手法については、付注9参照



ア　安心・安全な商品購入
インターネットを利用した消費行動が広がるのに伴

い、安心・安全な商品購入に対する重要性は一層高ま

りつつある。ICTを利用した商品購入に対して不安な点

を消費者に尋ねたところ、「個人情報が漏えいする」が

74.4％、「入力したクレジットカード情報が不正に使

用される」が74.1％といずれも7割を超える回答があ

り、ネットワークの利用に伴う不安の割合が高くなっ

ている（図表1-3-3-23）。次いで「思っていた商品と

違う商品が届く」との回答が51.5％、「入金しても商

品が届かない」との回答が50.7％、「問い合わせ、苦

情、アフターサービスへの対応が十分でない」との回

答が40.1％と続いており、これらの項目については、

ネットワークの利用に特有の不安というよりも、店頭

以外で購入する際に生じる不安であるととらえること

ができる。

インターネットによる商品購入にかかわるトラブル

対策の実施状況について見ると、最も回答が多かった

のが「購入者の口コミや評価を確認する」で53.7％、

次いで「過去の販売実績を確認する」との回答が

38.9％で、店頭で購入しない代わりに、購入者の情報

や過去の情報から購入先や購入する商品の信頼性を確

認する対策を取っている人の割合が高くなっている

（図表1-3-3-24）。また、ICTを利用した商品購入に対

する不安で回答が多かった個人情報の漏えい、入力し

たクレジットカード情報の不正使用への対策であると

考えられる「サイトが暗号化技術を採用していること

を確認する」の回答が37.6％、「商品到着後に支払う

決済方法を選択する」の回答が35.1％となっている。

これらの対策は、技術的な知識を必要とする専門的な

対策ではないが、消費者が自分でも講じることのでき

る容易な対策を取ることによって不安の解消に努めて

いることがうかがえる。

（4）消費行動におけるインターネット利用の課題と対策

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-23 ICTを利用した商品購入に対して不安な
点（複数回答）

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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図表1-3-3-24 インターネットによる商品購入にかか
わるトラブル対策の実施状況（複数回答）
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イ　地域間格差の解消
ICTを利用すれば、時間や空間等の制約を克服するこ

とが可能となる。したがって、消費行動においても、

インターネットの利用がより進めば、例えば、これま

では周辺地域に店舗がなかったために消費をためらっ

ていた消費者の消費行動を促し、わざわざ遠くの店舗

に出向かなければ購入できない商品に対する新たな需

要を喚起する可能性がある。またこのことは、とりわ

け地理的に不利な条件に置かれている地域の利便性を

飛躍的に向上させるとともに、マクロ的に見れば、我

が国の消費を拡大し、経済活動の活性化につながるこ

とも期待される。

それでは、消費行動におけるインターネット利用に

ついて地域ごとにどのような特徴があるのだろうか。

それを見るために、情報収集、評価及び購入において、

メーカーサイトを利用すると回答した人の割合を地域

別に見たものが図表1-3-3-25である。これを見ると、

東北では情報収集、選択肢評価、購入のすべてのプロ

セスにおいて、メーカーサイトの利用が少ない傾向に

ある一方、中国では、すべてのプロセスにおいて、メ

ーカーサイトの利用が多いことが分かる。第1節の2で

も見たように、東北においてはブロードバンド利用率

が全国で最も低くなっており、これが、消費行動にお

いてインターネットの利用が進んでいない要因の一つ

である可能性も指摘できる。

ICTの持つ潜在的な可能性と併せて考えると、インタ

ーネットの利用促進を図ることは、店舗に出向かなく

ても商品やサービスを購入できるという消費者の利便

性を向上させるだけでなく、消費機会の拡大や新たな

需要喚起等、我が国の経済全体に対する影響も大きく、

非常に意義深いものであるといえる。したがって、例

えば条件不利地域等、ブロードバンド環境が十分整っ

ていない地域における情報通信インフラの整備は、引

き続き重要な課題であり、地理的デジタル・ディバイ

ドの解消を図ることによって、経済の活性化、さらに

は、活力ある地域社会の創出へとつなげていくことが

期待される。

（％）�

（出典）「ユビキタスネット社会における情報接触及び消費行動に関す
る調査研究」�
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COLUMN

「ドロップシッピング」と呼ばれる新たな電子商

取引が、日本でも拡大の兆しを見せている。ドロッ

プシッピングとは、直訳すると「商品直送」であり、

消費者が、一般のホームページ所有者等がインター

ネット上で開設した店舗（ネットショップ）を通じ

て商品を注文すると、注文内容が自動的にメーカー

等の商品提供者に届き、そこから商品が消費者に直

送される仕組みのことをいう（図表）。

このような仕組みを利用してネットショップを開

設する際には、ドロップシッピングサービスプロバ

イダと呼ばれる、商品の受発注や決済のためのプラ

ットフォームを提供する事業者のサービスを利用す

るのが一般的であり、日本においても、ドロップシ

ッピングサービスの利用が徐々に増えつつある。例

えば、ドロップシッピングサービスプロバイダの大

手である株式会社もしもが運営する「もしもドロッ

プシッピング」は、サービス開始後の約1年半で、

同社のサービスを利用する登録加盟店数が13万店を

突破するなど、新たな電子商取引の形として広がり

を見せている。

ドロップシッピング拡大の要因の一つとして、一

般のホームページ所有者でも在庫リスクなしで店舗

運営が可能であることが挙げられる。ドロップシッ

ピングは、従来型のネットショップ運営と異なり自

ら商品の仕入れや発送を行う必要がないため、通常

の電子商取引に比べて圧倒的に手間がかからないこ

とが大きな特長である。

また、近年急速に普及したネットビジネスの一つ

であるアフィリエイトでは、販売する商品の価格を

変更することができず、その報酬額は、いわば「紹

介料」のような形で商品売上高の数％程度にとどま

るといわれているが、ドロップシッピングでは、ネ

ットショップを開設して商品を販売する売り手が自

由に価格を設定できる。つまり、商品が売れた場合

には、販売価格から原価を差し引いた粗利を得るこ

とができるため、大きな利幅を稼ぐことも可能となる。

さらに、ドロップシッピングでは、既存商品を選

んで販売するケースと、売り手のオリジナル商品を

販売するケースとがあり、後者の場合には、例えば

自らデザインしたTシャツ等のオリジナル商品を販

売することも可能となる。したがって、従来、仕入

れ等のためのまとまった資金を持たないために起業

することができなかった個人の起業を促すことも期

待される。

また、商品を提供する側からすれば、インターネ

ット上に自分の商品を取り扱う店舗が増えれば、売

上増につながることが期待される。これは、1回当

たりの発注量が小さくても、多くの販路を持てば大

きな利益につながる可能性があるという点で、「ロ

ングテール」の発想に近いものといえる。つまり、

ドロップシッピングのビジネスモデルは、豊富な資

金力がなくても多様で小規模な需要にも対応するこ

とができ、今後はこれまで需要が小さかった各地の

特産品や伝統的な商品等の販路拡大に寄与すること

も期待されるなど、インターネットを利用して消費

者と企業の橋渡しを行う新たなビジネスモデルとし

て、今後の動向が注目される。

インターネットを利用した消費者と企業の
橋渡しビジネス「ドロップシッピング」

商品提供者�
（メーカーや卸問屋）�

消費者�

ドロップシッパー�

注文�

ネットショップ�
消費者�商品提供者�

（メーカーや卸問屋）�

ドロップシッピング�

ネットショップ� 在庫�

発注�

発送�

発注�

仕入�

注文�

発送�

在庫�

ドロップシッピング�
サービスプロバイダ�

商品提供者から消費者�
に向けて直接発送�

商品の受発注や決済�
のためのプラット�
フォームを提供�

注文を受けた時点でシス�
テムと連動しメーカーに�

発注�

図表　ドロップシッピングとネットショップの比較
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ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

少なくとも1人はインターネットを利用したことがあ

る世帯のうち、インターネットを利用していて不安を

感じている世帯に、インターネットを利用して感じる

不安の内容について尋ねたところ、71.0％の世帯が

「個人情報の保護に不安がある」を挙げており、次いで、

「ウイルスの感染が心配」が66.1％、「どこまでセキュ

リティ対策を行えばよいか不明」が60.2％となってい

る（図表1-3-4-1）。また、多くの項目で、平成18年

末よりも回答の割合が高まっている。

また、情報通信ネットワークを利用している企業に

対しても同様に尋ねたところ、「セキュリティ対策の確

立が困難」が61.6％と最も多く、次いで「ウイルス感

染に不安」が58.4％となっており、平成18年末と同

様にセキュリティ関連が上位を占めている（図表1-3-

4-2）。また、「従業員のセキュリティ意識が低い」が

43.9％、「運用・管理の人材が不足」が40.1％と、人

材面の問題を挙げる企業も多い。

安心・安全なユビキタスネット社会に向けた課題4

（1）インターネット利用で感じる不安や情報通信ネットワーク利用上の問題点

インターネット利用に伴う過去1年間の被害経験につ

いて世帯に尋ねたところ、自宅パソコンでの被害経験

は、「迷惑メールを受信」が40.8％で最も多く、次い

で、「コンピュータウイルスを発見したが感染はしなか

った」が20.0％、「コンピュータウイルスに感染」が

16.0％と多くなっている（図表1-3-4-3）。また、携

帯電話での被害経験は、「迷惑メールを受信」が最も多

く30.6％、次いで、「架空請求メールを受信」が

7.9％となっており、メールによる被害が多い傾向が

あることが分かる。

また、情報通信ネットワークを利用している企業に

対しても同様に尋ねたところ、「コンピュータウイルス

を発見したが感染はしなかった」が37.7％、「コンピ

ュータウイルスに感染」が16.7％と多くなっている

（図表1-3-4-4）。

（2）インターネット利用に伴う被害経験

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

無回答�

その他�

送信した電子メールが�
届くかどうかわからない�

知的財産の保護に�
不安がある�

認証技術の信頼性に�
不安がある  

セキュリティ脅威が難解で�
具体的に理解できない�

違法・有害情報が�
氾濫している�

電子的決済手段の�
信頼性に不安がある�

どこまでセキュリティ対策を�
行えばよいか不明�

ウイルスの感染が心配である�

個人情報の保護に不安がある�
66.6
71.0

66.8
66.1

57.3
60.2

39.5
44.2

28.2
37.2

30.8
34.9

15.4
20.7

7.0
8.2

7.4
6.5

1.4
1.1

0.4
0.4

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-1 世帯におけるインターネット利用で感じ
る不安（複数回答）

総務省「通信利用動向調査」により作成�

69.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

その他�

特に問題なし�

無回答�

認証技術の信頼性に不安�

電子的決済の信頼性に不安�

著作権等知的財産の�
保護に不安�

通信速度が遅い�

導入成果を得ることが困難�

通信料金が高い�

導入成果の定量的把握が困難�

障害時の復旧作業が困難�

運用・管理の費用が増大�

運用・管理の人材が不足�

従業員の�
セキュリティ意識が低い�

ウイルス感染に不安�

セキュリティ対策の�
確立が困難� 61.6

65.9
58.4

48.0
43.9
41.1
40.1

34.6
35.8

24.8
25.2

14.5
16.1
14.4
12.8
11.5
9.3
8.3
7.8
5.5
6.3
5.2
5.7
4.1
5.1

1.1
3.5

3.5
3.0

1.0
2.2

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-2 企業における情報通信ネットワーク利用
上の問題点（複数回答）



総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 10 20 30 40 50（％）�

特に被害はない�

その他(著作権の侵害等)

ウェブ上での誹謗中傷等�

フィッシング�

スパイウェア等による�
個人情報の漏えい�

不正アクセス�

架空請求メールを受信�

コンピュータウイルスに�
1度以上感染�

コンピュータウイルス�
を発見したが�

感染はしなかった�

迷惑メールを受信�
（架空請求メールの�

受信を除く）�

自宅のパソコン� 携帯電話�
0 10 20 30 40 50（％）

特に被害はない�

その他(著作権の侵害等)

スパイウェア等による�
個人情報の漏えい�

不正アクセス�

ウェブ上での誹謗中傷等�

コンピュータウイルスに�
1度以上感染�

フィッシング�

コンピュータウイルスを�
発見したが�

感染はしなかった�

架空請求メールを受信�

迷惑メールを受信�
（架空請求メールの�

受信を除く）�

38.7
40.8

24.4
20.0

16.8
16.0

5.2
5.2

2.8
1.7

2.1
1.2

0.5
1.2

0.8
0.4

0.2
0.1

36.7
37.2

29.6
30.6

5.0
7.9

0.9
0.9

0.2
0.4

0.6
0.3

0.0
0.3

0.5
0.1

0.3
0.1

0.0
0.1

27.9
36.2

平成18年末� 平成19年末� 平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-3 世帯におけるインターネット利用に伴う被害経験（複数回答）

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 10 20 30 40 50（％）

特に被害はない�

ホームページの改ざん�

その他の侵害�

故意・過失による情報漏えい�

不正アクセス�

DoS攻撃�

スパムメールの�
中継利用・踏み台�

コンピュータウイルスに�
1度以上感染�

コンピュータウイルスを�
発見したが感染はしなかった�

35.7
37.7

26.4
16.7

5.4
4.1

2.5
1.9

3.3
1.6

0.7
1.5

1.0
0.7

0.0
0.5

33.8
42.4

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-4 企業におけるインターネット利用に伴う
被害経験（複数回答）
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世帯において被害経験が多い迷惑メールについて、

過去1年間に迷惑メール及び架空請求メールを受信した

ことのある世帯に対して、受信の頻度を尋ねたところ、

自宅パソコンでの受信は、「1日に10通以上」が

31.0％と最も多く、次いで「1日に5～9通」が

20.7％、「1日に2～4通」が15.2％となっており、7

割近くが1日に複数の迷惑メールを受信していることが

分かる（図表1-3-4-5）。また、携帯電話での受信は、

「1日に10通以上」が12.5％、「1日に5～9通」が

8.8％と自宅パソコンでの受信と比較すると、その割

合は小さくなっており、迷惑メールの受信頻度は携帯

電話より自宅パソコンのほうが多い傾向があることが

分かる。

また、迷惑メールへどのような対策を行ったかにつ

いて尋ねたところ、自宅のパソコン、携帯電話のいず

れにおいても、「メールアドレスを複雑化」が最も多く、

それぞれ15.3％、31.2％であった（図表1-3-4-6）。

また、次に多かったものは「メール指定受信拒否機能

を使用」で、それぞれ14.1％、22.7％であったが、

いずれも携帯電話のほうがその割合は大きくなってい

る。一方、「何も行っていない」との回答は、自宅のパ

ソコンで44.8％、携帯電話で20.8％となっており、

自宅のパソコンでは迷惑メール対策を行っていない世

帯が4割以上に上っている。

（3）迷惑メール対策

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 10 20 30 40（％）�

1週間に1通未満�

1週間に1通程度�

3日に1通程度�

1日に1通程度�

1日に2～4通�

1日に5～9通�

1日に10通以上�

0 10 20 30 40（％）�

1週間に1通未満�

1週間に1通程度�

3日に1通程度�

1日に1通程度�

1日に2～4通�

1日に5～9通�

1日に10通以上�
28.0
31.0

14.7
20.7

20.6
15.2

8.2
7.4

5.5
3.4

5.8
7.8

13.9
10.7

10.4
12.5

8.3
8.8

19.6
19.9

10.0
6.3

7.3
6.8

8.8
7.2

29.5
33.7

自宅のパソコン� 携帯電話�

平成18年末� 平成19年末� 平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-5 世帯における迷惑メール受信頻度

総務省「通信利用動向調査」により作成�

自宅のパソコン� 携帯電話�
0 10 20 30 40 50

何も行っていない�

メールアドレスを�
一定期間で変更�

メール指定�
受信機能を使用�

その他の対策�

「未承諾広告」�
拒否機能を使用�

メール指定�
受信拒否機能を使用�

メールアドレスを�
複雑化�

0 10 20 30 40 50（％）� （％）

何も行っていない�

その他の対策�

メールアドレスを�
一定期間で変更�

メール指定�
受信機能を使用�

「未承諾広告」�
拒否機能を使用�

メール指定�
受信拒否機能を使用�

メールアドレスを�
複雑化�

11.4
15.3

15.1
14.1

8.0
9.2

6.8
7.7

2.9
3.4

2.2
1.6

49.0
44.8

22.9
31.2

15.3
22.7

9.2
11.7

6.9
7.9

2.3
3.4

1.2
1.5

23.3
20.8

平成18年末� 平成19年末� 平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-6 世帯における迷惑メール対策（複数回答）



ブロードバンド化の進展により、我々の生活の利便

性は飛躍的に向上しつつある。一方で、昨今では、ネ

ットワークを経由したウイルス感染の巧妙化、高度化、

あるいは被害の深刻化等が進展しており、セキュリテ

ィに対する取組は、一層重要になってきている。例え

ば、セキュリティ被害の一つである不正アクセスにつ

いて見ると、平成19年中の不正アクセス禁止法違反事

件の検挙件数は、前年と比べて739件増加の1,422件

となっており、急激に検挙件数が増加している傾向に

ある（図表1-3-4-7）。

セキュリティ対策の実施状況について世帯に尋ねた

ところ、何らかのセキュリティ対策を実施している世

帯の割合は、78.1％となっており、平成18年末と比

較して9.8ポイント増加している（図表1-3-4-8）。主

な対策としては、51.5％の世帯が「ウイルス対策ソフ

トの導入」を挙げており、次いで、「知らない人からの

メール等を不用意に開かない」が39.3％となっている。

また、いずれの対策も前年より実施率が上昇しており、

世帯におけるセキュリティ対策への取組が進んでいる

ことが分かる。

また、情報通信ネットワークを利用している企業に

おけるセキュリティ対策の実施状況について見ると、

何らかのセキュリティ対策を実施している企業の割合

は97.0％となっており、平成18年末と比較して1.7

ポイント増加している（図表1-3-4-9）。主な対策とし

ては、84.1％の企業が「端末にウイルス対策プログラ

ムを導入」を挙げており、次いで、「サーバーにウイル

ス対策プログラムを導入」が67.1％、「ID、パスワー

ドによるアクセス制御」が57.6％となっている。

（4）セキュリティ対策

国家公安委員会・総務省・経済産業省「不正アクセス行為の発生状況及
びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」により作成�

（件）�

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

19（年）�181716151413平成12

67 67 105 145 142

277

703

1,442

図表1-3-4-7 不正アクセス禁止法違反事件検挙件数の
推移

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 20 40 60 80 100（％）�

無回答�

何も行っていない�

�

その他�

パスワードの定期的な変更�

アカウントごとに�
パスワードを複数使い分け�

プロバイダ等が提供する�
ファイアウォールサービスの利用�

メールソフトのアップデートや変更�

ファイル等のバックアップ�

スパイウェア対策ソフトの導入�

OS、ブラウザのアップデート�

ファイアウォールの使用�

プロバイダ等が提供する�
ウイルス対策サービスの利用�

知らない人からのメールや添付ファイル、�
HTMLファイルを不用意に開かない�

ウイルス対策ソフトの導入�

何らかの対策導入� 68.3
78.1

46.4
51.5

35.6
39.3

21.2
25.0
21.6
24.2
21.0
22.3

14.8
17.4
11.6
15.3

6.4
8.0
4.5
6.2
4.0
4.7
3.5
3.7
1.2
1.1

10.6
14.8
21.0

7.1

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-8 世帯におけるセキュリティ対策の実施状
況（複数回答）

総務省「通信利用動向調査」により作成�

無回答�

特に対応していない�

�

分からない�

その他の対策�

不正侵入検知システム（IDS）の導入�

ウイルス対策対応マニュアルを策定�

セキュリティ管理のアウトソーシング�

認証技術の導入による利用者確認�

代理サーバー等の利用�

回線監視�

セキュリティ監査�

データやネットワークの暗号化�

外部接続の際にウイルスウォールを構築�

社員教育�

アクセスログの記録�

セキュリティポリシーの策定�

OSへのセキュリティパッチの導入�

ファイアウォールの設置�

ID、パスワードによるアクセス制御�

サーバーにウイルス対策プログラムを導入�

パソコン等の端末（OS、ソフト等）�
にウイルス対策プログラムを導入�

何らかの対策を実施� 95.3
97.0

80.9
84.1

66.1
67.1

51.0
57.6

51.3
53.8

31.6
41.4

29.1
36.9

26.6
32.8

25.7
32.6

20.1
25.2

13.9
19.4

11.7
15.6
8.3
13.4

13.4
10.5

9.6
12.9
10.8
12.7
10.8
12.7

4.6
8.4
2.7
3.4
0.6
1.0

3.4
1.5
0.7
0.5

0 20 40 60 80 100（％）

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-9 企業におけるセキュリティ対策の実施状
況（複数回答）
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ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

何らかの個人情報保護対策を実施している世帯の割

合は、平成19年末現在、平成18年末から9.3ポイン

ト増加して68.3％となっている（図表1-3-4-10）。

主な対策としては、「ウェブ上に個人情報を掲載しない」

が最も多く45.0％、次いで、「軽率にウェブサイトか

らダウンロードしない」が38.6％、「懸賞等のサイト

の利用を控える」が28.2％となっており、世帯におい

ては、専門知識がなくてもとれる対策を講じて個人情

報の保護に努めていることが分かる。

また、情報通信ネットワーク利用企業のうち何らか

の個人情報保護対策を実施している企業の割合は、

75.8％と前年より3.0ポイント減少している（図表1-

3-4-11）。主な対策としては、「社内教育の充実」が最

も多く47.0％、次いで「個人情報保護管理責任者の設

置」が39.2％、「プライバシーポリシーの策定」が

30.4％となっている。

（5）個人情報保護対策

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）�

無回答�

何も行っていない�

�

その他の対策�

スパイウェア対策�
ソフトを利用�

クレジットカード番号の�
入力を控える�

懸賞等のサイトの�
利用を控える�

軽率にウェブサイトから�
ダウンロードしない�

掲示板等のウェブ上に�
個人情報を掲載しない�

何らかの対策を実施�
59.0
68.3

38.4
45.0

32.1
38.6

23.6
28.2

23.5
25.9

16.1
19.6

1.9
1.8

20.4
24.3

20.6
7.3

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-10 世帯における個人情報保護対策の実施
状況（複数回答）

総務省「通信利用動向調査」により作成�

0 20 40 60 80 100（％）

無回答�

分からない�

特に実施していない�

�

外注先の選定要件の強化�

その他の対策�

プライバシーマーク制度の�
取得�

システムや体制の再構築�

必要な個人情報の絞り込み�

プライバシーポリシーの�
策定�

個人情報保護管理�
責任者の設置�

社内教育の充実�

何らかの対策を実施� 78.8
75.8

47.2
47.0

42.7
39.2

32.6
30.4

27.9
26.7

22.0
19.2

7.7
9.9

7.4
9.0

7.6
8.3

18.6
17.9

2.1
4.0

0.5
2.3

平成18年末� 平成19年末�

図表1-3-4-11 企業における個人情報保護対策の実施
状況（複数回答）



インターネットの急速な普及は、利用者である国民

に大きな利便性をもたらす一方で、青少年のインター

ネット利用の拡大や携帯電話保有率の上昇等に伴い、

青少年が有害サイトにアクセスして犯罪に巻き込まれ

たり、いわゆる「学校裏サイト」がいじめの温床にな

っているといった指摘がなされるなど、青少年の安

心・安全なインターネット利用に対する重要性は一層

高まっている（図表1-3-4-12）。

18歳未満の子どもがいる世帯に対し、フィルタリン

グソフト・サービスについて知っているかを尋ねたと

ころ、パソコンで利用するフィルタリングソフトでは

前年と比べて5.7ポイント増の77.7％の世帯で、また、

携帯電話で利用するフィルタリングサービスでは前年

と比べて21.6ポイント増の63.3％の世帯で、「よく知

っている」または「聞いたことがある」との回答があ

った（図表1-3-4-13）。

実際にフィルタリングソフト・サービスを利用して

いるかについては、パソコンでは前年と比べて1.8ポ

イント増の12.9％、携帯電話では、前年と比べて

14.2ポイント増の21.6％の世帯が利用しており、い

ずれも平成18年末に比べて利用が進んでいることが分

かる（図表1-3-4-14）7。フィルタリングソフト・サ

ービスの利用の拡大の背景には、認知度の向上に加え

て、総務省から携帯電話事業者等に対してフィルタリ

ングサービスの普及促進に向けた自主的取組を強化す

るよう要請するなど、官民が一体となって、青少年が

安心してインターネットに接続できる環境の整備に取

り組んでいること等があると考えられる。

（6）青少年のインターネット利用
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７平成18年末の数値は、平成19年末の集計対象条件に合わせて再集計している
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ユビキタス化がもたらす新たな国民生活第　節3

COLUMN

インターネットは、日常生活の中で欠かせない存

在となり、子どもたちがインターネットに触れる機

会も増えている。特に、子どもたちの世代は、携帯

電話を通じたインターネット利用が進んでおり、子

どもたちの日常生活の中に深く浸透しているといえ

る。小学生の約3割、中学生の約6割、高校生の9割

以上が、携帯電話及びPHSを通じてインターネット

を利用しているともいわれており、高校生において

は、インターネット機能付きの携帯電話を「持って

いるのが当たり前」という状況になっている。

携帯電話は、その名のとおり、基本的には通話を

行うための機器であるが、子どもの世代ではメール

によるコミュニケーションの方が、電話によるそれ

よりも好まれていると見られる。子どもたちは、携

帯電話のメールを、外出時の親との連絡手段や、転

校等で離ればなれになってしまった友人との連絡手

段等、遠隔地にいる人との手軽なコミュニケーショ

ンツールとして利用するだけでなく、直接、口には

出しにくい悩みをメールで相談したり、メールを使

って親と率直な対話を行ったりといった、身近な

人々とのコミュニケーションを深化するための手段

としても活用している。子どもたちにとって携帯電

話は、もはや単なる情報伝達手段ではなく、人間関

係を構築するための礎の一つとなっており、その生

活からは、切っても切り離せないものとなっている

といえる。

また、子どもたちは、携帯電話を通じて、インター

ネットも積極的に活用している。音楽のダウンロー

ドやゲームといったコンテンツを、受け手として楽

しむだけではなく、掲示板やSNS、プロフ、ブログ、

更には携帯小説といった形で、コンテンツの発信を

活発に行っている。例えば、掲示板やSNS等は、友

人との関係の深化や、真剣に悩みを聞いてくれる人

との新たな出会い等、充実した人間関係の構築に活

用されるほか、携帯小説は、主に女子学生の書いた

ものが日々掲載され、中には書籍化されてベストセ

ラーとなり、映画化される作品も登場するなど、子

どもたちの才能が発揮され、いわゆる「ケータイ文

化」が創出される場としての機能を担いつつある。

ここまで述べた以外にも、場所を選ばず情報収集

が可能であるといった利便性や、常に子どもと連絡

が取れるという安心・安全面の確保の観点からも、

子どもが携帯電話を持つことにはメリットが多いと

考えられる。特に、子どもの安全確保という点では、

GPS機能を利用することで、保護者等が子どもの現

在地を手軽に確認することが可能であり、比較的年

齢の低い世代にも携帯電話が与えられる大きな理由

の一つとなっている。

一方、多くの報道がなされているように、携帯電

話を通じて危険に遭遇したり、不快な思いをさせら

れることがあるのも事実であり、例えば、平成19年

中に、出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった

18歳未満のうち、出会い系サイトへのアクセス手段

として携帯電話を利用した被害者数は、1,062人に

上っている。また、「学校裏サイト」と呼ばれる掲

示板上で、同級生から誹謗中傷を受け、心に深い傷

を負う子どももいるほか、その他のいわゆる「有害

情報」が子どもに与える影響も心配されている。確

かに、こういったインターネットの負の部分と、そ

こから子どもに及ぶ危険への対策は非常に重要な課

題であり、総務省としても、フィルタリングの普及

促進やリテラシーの向上に取り組んでいる。

ただし、このような負の部分があることを受けて、

携帯電話の利用自体を問題視するよりも、携帯電話

を通じて遭遇しうる危険について、子どもも保護者

もしっかりと理解し、それを踏まえて携帯電話の適

切な利用の方法を学び、上述のような携帯電話の有

用性のみを引き出せるように努力することが肝要だ

と考えられる。そのためにも、総務省をはじめとす

る関係省庁による啓発活動等の取組のより一層の推

進が求められる。

以上のように、有害情報と出会う危険性は存在し

つつも、大多数の子どもたちは携帯電話を通じて、

メールやインターネットを自在に操り、楽しんでい

る。そこには、単なる娯楽だけではなく、友人や先

輩に真剣な悩みを相談したり、すれ違いがちな親と

のコミュニケーション構築の端緒としたりするな

ど、子どもたちが他人との正しい付き合い方を模索

する上での優れたツールともなりうる可能性があ

る。また、次世代のユビキタスネット社会の中心を

担う世代が、SNSや携帯小説という形で若いころか

ら情報発信を行うことは、子どもたちの人格形成、

日本の情報通信産業やコンテンツの今後の発展、さ

らには、日本文化に新たな息吹を与えうるという点

から喜ばしいことであり、今後、更に健全に発展し

ていくことが期待される。

子どものつくり出すケータイ文化


